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１ 

 

 
 
 

地
方
自
治
体
に
お
け
る
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

東
京
都
渋
谷
区
は
、
本
年
四
月
一
日
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
リ
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
（
ラ
イ
ン
）
」
に
お
い
て
、
請
求

情
報
の
入
力
、
請
求
者
の
容
貌
の
画
像
及
び
顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
の
画
像
を
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
票
の
写

し
、
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
、
所
得
証
明
書
、
納
税
証
明
書
等
の
交
付
申
請
を
受
け
付
け
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
開
始
し
た
。 

 

高
市
総
務
大
臣
（
当
時
）
は
、
本
年
四
月
三
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
住
民
票
の

写
し
の
交
付
請
求
（
以
下
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
電
子
署
名
を
用
い
な
い
オ
ン
ラ
イ
ン

に
よ
る
請
求
手
続
で
あ
る
た
め
、
画
像
の
改
ざ
ん
や
な
り
す
ま
し
の
防
止
と
い
っ
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
観
点
、
住
民
基
本
台
帳

法
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
渋
谷
区
に
対
し
、
改
善
を
促
し
て
い
く
と
発
言
し
た
。 

 

ま
た
、
同
日
、
総
務
省
自
治
行
政
局
住
民
制
度
課
か
ら
各
都
道
府
県
、
指
定
都
市
に
対
し
、
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
本
人
か
ら
住
民
票
の
写
し
の
交
付
請
求
を
受
け
付
け
る
場
合
の
取
扱
い
に
係
る
質
疑
応
答
に
つ
い
て
」
（
総
行
住
第
五
十

五
号
。
以
下
「
総
務
省
通
知
」
と
い
う
。
）
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
五
条
の
四
第

一
項
に
基
づ
く
技
術
的
助
言
と
し
て
発
出
さ
れ
た
。 



 

２ 

 

 
こ
れ
に
関
連
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
に
つ
い
て 

 

１ 

一
般
的
に
、
国
は
、
市
区
町
村
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
処
理
が
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い

る
と
認
め
る
場
合
又
は
適
正
を
欠
い
て
い
る
と
認
め
る
場
合
、
当
該
市
区
町
村
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
う
こ
と

が
可
能
か
。
ま
た
、
市
区
町
村
が
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
、
国
は
、
当
該
市
区
町
村
に
対
し
、
地
方
交
付
税
の
減
額
な

ど
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
可
能
か
。
そ
れ
ぞ
れ
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

総
務
省
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
を
提
供
し
て
い
る
渋
谷
区
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
ど
の
よ

う
な
改
善
を
促
し
た
の
か
回
答
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
渋
谷
区
は
法
令
上
こ
れ
に
従
う
義
務
が
あ
る
か
、
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
が
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
場
合
等
に
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
総
務
大
臣
は
是
正
の
要
求
の
指
示
等
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
も
改
善
が
認
め
ら
れ
な

い
場
合
、
渋
谷
区
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
関
与
を
行
う
予
定
は
あ
る
か
。
行
う
予
定
が
無
い
場
合
、
何
故
行
わ
な
い
の
か
、

回
答
さ
れ
た
い
。 

二 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
五
条
の
四
第
一
項
に
基
づ
く
「
技
術
的
助
言
」
の
性
格
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
１ 

一
般
的
に
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
五
条
の
四
第
一
項
に
基
づ
く
「
技
術
的
助
言
」
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
は
、

法
令
上
従
う
義
務
は
あ
る
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

２ 

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務

省
令
第
四
十
八
号
。
以
下
「
主
務
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
請
求
に
は
、
電
子
署
名

が
必
要
で
あ
る
旨
を
規
定
し
た
上
で
、
同
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
、
「
行
政
機
関
等
の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請

等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
渋
谷
区
で

は
、
同
項
た
だ
し
書
に
基
づ
き
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
る
。 

 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
総
務
省
通
知
で
は
、
「
住
民
票
の
写
し
の
交
付
制
度
に
つ
い
て
は
、
な
り
す
ま
し
等
不
当
な
手
段
に
よ

る
交
付
請
求
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
個
人
情
報
が
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
（
中
略
）
主
務
省
令
第
四
条
第
二

項
の
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
（
以
下
「
主
務
省
令
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

解
釈
」
と
い
う
。
）
。
こ
の
主
務
省
令
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
解
釈
は
、
技
術
的
助
言
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
従
う
か

否
か
は
市
区
町
村
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
で
は
、
住
民
票
の
写
し
の
送
付
先
は
住
民
票
記
載
の
住
所
に
限
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、



 

４ 

 

な
り
す
ま
し
に
よ
り
住
民
票
の
写
し
を
不
正
に
取
得
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
は
生
じ
難
い
と

考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。
ま
た
、
主
務
省
令
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
解
釈
で
示
す
よ
う
に
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

に
よ
る
住
民
票
請
求
で
は
個
人
情
報
が
漏
え
い
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
個
人
情
報
が
ど
の
よ
う

な
形
で
漏
え
い
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
か
、
回
答
さ
れ
た
い
。 

四 

住
民
票
の
写
し
の
交
付
請
求
は
、
請
求
書
と
本
人
確
認
書
類
の
写
し
等
を
送
付
す
る
こ
と
で
、
郵
送
に
よ
っ
て
も
行
う
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
総
務
省
通
知
で
は
、
郵
送
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
の
交
付
請
求
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
十
二
条
第
七

項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
従
前
よ
り
、
住
民
基
本
台
帳
制
度
下
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
郵
送
請

求
の
際
は
、
請
求
書
に
自
署
又
は
押
印
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九

号
）
第
二
百
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
送
付
さ
れ
る
請
求
書
は
真
正
に
成
立
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
と
し
て

い
る
。 

 

１ 

郵
送
に
よ
る
交
付
請
求
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
な
り
す
ま
し
等
不
当
な
手
段
に
よ
っ
て
交
付
請
求
が
行
わ
れ
、
個
人

情
報
が
漏
え
い
し
た
事
例
は
何
件
あ
る
か
。
ま
た
、
本
人
に
な
り
す
ま
し
た
不
正
な
取
得
や
、
委
任
状
を
用
い
て
代
理
人

に
な
り
す
ま
し
た
不
正
な
取
得
、
公
用
や
第
三
者
に
お
け
る
不
正
な
取
得
と
い
っ
た
取
得
類
型
別
の
詳
細
件
数
に
つ
い



 

５ 

 

て
、
政
府
で
把
握
さ
れ
て
い
る
件
数
を
そ
れ
ぞ
れ
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

２ 
郵
送
に
よ
る
住
民
票
の
交
付
請
求
に
お
け
る
本
人
確
認
方
法
は
、
請
求
者
の
容
貌
と
本
人
確
認
書
類
の
写
し
の
顔
写
真

と
を
照
合
し
な
い
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
一
方
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
に
お
け
る
本
人
確
認
方
法
は
、
異
な

る
角
度
か
ら
撮
影
し
た
二
点
の
請
求
者
の
容
貌
の
画
像
デ
ー
タ
と
顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
の
写
真
の
画
像
デ
ー
タ

を
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
と
職
員
に
よ
っ
て
照
合
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。 

 
 
 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
は
、
郵
送
に
よ
る
場
合
と
比
べ
、
本
人
確
認
書
類
の
顔
写
真
と
の
照
合
を
行
う
点
で
、

改
ざ
ん
、
な
り
す
ま
し
の
可
能
性
が
低
い
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

３ 

郵
送
に
よ
る
交
付
請
求
の
場
合
、
請
求
者
の
住
民
票
記
載
の
住
所
へ
の
郵
送
に
よ
る
交
付
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
理

由
及
び
送
付
場
所
が
正
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
請
求
者
の
住
所
以
外
の
場
所
に
郵
送
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い

る
。
一
方
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
の
場
合
、
送
付
先
は
住
民
票
記
載
の
住
所
に
限
ら
れ
て
お
り
、
郵
送
に
よ
る

交
付
請
求
の
場
合
と
比
べ
て
、
個
人
情
報
が
漏
え
い
す
る
可
能
性
は
低
い
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

五 

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
金
融
機
関
の
預
金
口
座
開
設
時
等
に
お
い
て
は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
厳
格
な
本
人
確
認
が
求
め
ら
れ



 

６ 

 

て
い
る
。 

 
 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
本
人
確
認
方
法
と
し
て
、
同
法
施
行
規
則
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
「
ｅ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
ｒ
ｏ

ｎ
ｉ
ｃ 
Ｋ
ｎ
ｏ
ｗ 

Ｙ
ｏ
ｕ
ｒ 

Ｃ
ｕ
ｓ
ｔ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ
」
（
以
下
「
ｅ
Ｋ
Ｙ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
と
い
う
精
度
の
高
い
Ａ
Ｉ
に
よ

る
顔
認
証
を
使
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
本
人
確
認
を
実
装
し
た
認
証
強
度
の
高
い
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。 

 

１ 

ｅ
Ｋ
Ｙ
Ｃ
を
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
預
金
口
座
開
設
時
等
の
本
人
確
認
手
法
と
し
て
認
め
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

 

２ 

総
務
省
は
、
ｅ
Ｋ
Ｙ
Ｃ
を
用
い
た
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
画
像
の
改
ざ
ん
、
な
り
す
ま
し
の
防
止
の

観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
施
行
規
則
で
認
め
ら
れ
て
い
る
ｅ
Ｋ
Ｙ
Ｃ
に
つ

い
て
、
画
像
の
改
ざ
ん
、
な
り
す
ま
し
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
個
人
情
報
漏
え
い
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
。
政
府

の
見
解
を
問
う
。 

 

３ 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
住
民
票
の
写
し
の
交
付
請
求
と
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
預
金
口
座
開
設
時
等
で
採
用
す

る
本
人
確
認
手
法
に
差
を
設
け
て
い
る
理
由
は
何
か
、
回
答
さ
れ
た
い
。 

六 

課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
、
所
得
証
明
書
、
納
税
証
明
書
等
（
以
下
「
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
と
住
民
票
の
写
し
の
交



 

７ 

 

付
請
求
の
差
異
に
つ
い
て 

 

１ 
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
は
住
民
票
の
写
し
に
加
え
、
証
明
書
等
の
交
付
請
求
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

総
務
省
は
住
民
票
の
写
し
の
交
付
請
求
の
取
扱
い
に
つ
い
て
言
及
す
る
総
務
省
通
知
を
発
出
し
た
の
み
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
証
明
書
等
の
交
付
請
求
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
り
す
ま
し
等
不
当
な
手
段
に
よ
る
交
付
請
求
が

行
わ
れ
る
問
題
は
生
じ
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。
見
解
を
問
う
。 

 

２ 

証
明
書
等
に
は
、
氏
名
、
住
所
、
納
税
額
な
ど
の
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
明
書
等
の
交
付
請

求
の
根
拠
た
る
地
方
税
法
に
は
厳
格
な
本
人
確
認
を
求
め
る
規
定
が
存
在
し
な
い
。
証
明
書
等
の
交
付
請
求
の
際
に
法
律

で
厳
格
な
本
人
確
認
を
求
め
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

住
民
票
の
写
し
と
証
明
書
等
の
間
で
、
交
付
請
求
の
際
の
本
人
確
認
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
取
扱
い
が
異
な

る
理
由
に
つ
い
て
、
回
答
さ
れ
た
い
。 

七 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
株
式
会
社
は
、
本
年
九
月
二
十
四
日
、
今
後
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
た
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
（
Ｊ

Ｐ
Ｋ
Ｉ
）
に
よ
る
認
証
の
対
応
を
可
能
に
す
る
と
発
表
し
た
。
住
民
票
の
写
し
の
交
付
請
求
に
お
い
て
、
同
社
が
想
定
し
て

い
る
よ
う
な
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
上
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
は
、
法
律
上
問



 

８ 

 

題
は
生
じ
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

八 
令
和
元
年
六
月
二
十
六
日
開
催
の
「
第
五
十
五
回 

Ｐ
ｉ
ｔ
ｃ
ｈ 

ｔ
ｏ 

ｔ
ｈ
ｅ 

Ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ 

懇
談
会
」
に
お
い

て
、
平
井
国
務
大
臣
（
当
時
）
等
の
出
席
の
下
、
千
葉
県
市
川
市
に
お
け
る
電
子
署
名
を
用
い
な
い
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民

票
の
申
請
に
係
る
実
証
実
験
に
つ
い
て
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
株
式
会
社
か
ら
説
明
聴
取
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

１ 

懇
談
会
の
議
事
概
要
に
よ
れ
ば
、
「
ど
の
手
続
き
に
対
し
ど
の
程
度
の
本
人
確
認
が
必
要
か
、
手
続
き
を
行
う
上
で
の

整
理
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
が
必
要
で
あ
る
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
政
府
と
し
て
、
何
ら
か
の
対
応

は
行
っ
た
の
か
、
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

渋
谷
区
に
お
け
る
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
で
は
、
前
述
の
通
り
、
請
求
情
報
の
入
力
、
請
求
者
の
容
貌
の
画
像

及
び
顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
の
画
像
の
送
信
を
求
め
、
本
人
確
認
方
法
と
し
て
、
請
求
者
の
容
貌
の
画
像
デ
ー
タ
と

顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
の
写
真
の
画
像
デ
ー
タ
を
照
合
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
一
方
、
市
川
市
に
お
け
る
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
の
交
付
請
求
（
以
下
「
市
川
市
に
お
け
る
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
」
と
い
う
。
）

で
は
、
請
求
情
報
の
入
力
及
び
本
人
確
認
書
類
の
画
像
の
送
信
の
み
を
求
め
、
本
人
確
認
方
法
と
し
て
、
請
求
者
の
容
貌

の
画
像
と
本
人
確
認
書
類
の
顔
写
真
の
画
像
デ
ー
タ
と
を
照
合
し
な
い
方
法
を
採
用
し
て
お
り
、
両
者
に
は
差
異
が
あ



 

９ 

 

る
。 

 
 
 

政
府
と
し
て
、
市
川
市
に
お
け
る
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
住
民
票
請
求
の
適
法
性
又
は
適
正
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
か
、
回
答
さ
れ
た
い
。 

九 

地
方
自
治
法
第
一
条
の
二
第
二
項
は
、
「
（
前
略
）
住
民
に
身
近
な
行
政
は
で
き
る
限
り
地
方
公
共
団
体
に
ゆ
だ
ね
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
と
の
間
で
適
切
に
役
割
を
分
担
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
制
度
の
策

定
及
び
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」
と
定
め
て
い
る
。 

 
 

国
に
よ
る
地
方
へ
の
過
剰
な
介
入
は
、
自
治
体
の
創
意
工
夫
や
活
力
を
奪
う
危
険
性
が
あ
る
。
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
サ
ー
ビ

ス
は
、
渋
谷
区
が
住
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
、
そ
の
努
力
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、

各
自
治
体
の
努
力
に
よ
る
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
在
り
方
は
、
地
方
自
治
法
の
趣
旨
に
鑑
み
て
も
可
能
な
限
り
認
め
ら

れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


